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一　

は
じ
め
に

㈠　

本
稿
の
背
景

　

在
職
中
の
労
働
者
が
、
労
働
契
約
上
の
信
義
則
（
民
法
一
条
二
項
、
労
働
契
約
法
三
条
四
項
）
に
基
づ
い
て
使
用
者
に
対
す
る
競
業

避
止
義
務
を
負
う
の
に
対
し
、
退
職
後
の
労
働
者
は
当
然
に
は
競
業
避
止
義
務
を
負
わ
な
い
た
め
、
使
用
者
は
、
営
業
秘
密
や
秘
密

情
報
を
保
持
す
る
た
め
に
退
職
後
の
労
働
者
に
対
し
て
競
業
避
止
義
務
を
負
わ
せ
る
に
は
、
競
業
避
止
特
約
が
必
要
に
な
る
。
も
っ

と
も
、
こ
の
競
業
避
止
特
約
も
、
労
働
者
の
職
業
選
択
の
自
由
（
憲
法
二
二
条
一
項
）
を
制
約
す
る
た
め
、
当
然
に
有
効
に
な
る
も

の
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
が
合
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
①
競
業
制
限
の
正
当
性
（
使
用

者
の
正
当
な
利
益
お
よ
び
当
該
労
働
者
が
在
職
中
に
当
該
正
当
利
益
に
触
れ
る
地
位
に
あ
っ
た
か
否
か
）、
②
競
業
制
限
の
期
間
・
地
域
・

対
象
業
種
お
よ
び
職
種
・
行
為
、
③
代
償
措
置
等
を
考
慮
し
、
競
業
避
止
特
約
が
合
理
的
な
内
容
で
な
け
れ
ば
公
序
（
民
法
九
〇
条
）

違
反
に
な
る
、
と
い
う
枠
組
み
を
採
用
す
る
裁
判
例
が
多
数
で
あ
る）1
（

。
特
約
の
有
効
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
特
約
条
項
を

限
定
解
釈
し
た
り
、
そ
れ
が
合
理
的
な
範
囲
に
収
ま
る
よ
う
に
修
正
し
た
り
す
る
裁
判
例
も
あ
る）2
（

。

　

競
業
制
限
が
合
理
的
な
内
容
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
①
競
業
制
限
を
正
当
化
す
る
利
益
を
守
る
う
え
で
、
②
必
要
な
期
間
、
地
域
、

活
動
内
容
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
加
え
て
、
③
代
償
措
置
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か）3
（

、
そ

も
そ
も
代
償
措
置
は
特
約
が
有
効
に
な
る
た
め
に
必
要
な
の
か）4
（

、
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
る
。

　

競
業
避
止
特
約
が
有
効
で
あ
る
場
合
、
競
業
避
止
義
務
違
反
の
効
果
と
し
て
、
使
用
者
は
、
損
害
賠
償
（
民
法
四
一
五
条
一
項
本

文
）、
不
作
為
債
務
の
履
行
請
求
と
し
て
の
競
業
行
為
の
差
止
め
（
民
事
執
行
法
一
七
一
条
一
項
二
号
参
照
。
仮
処
分
に
つ
い
て
は
民
事

保
全
法
二
三
条
二
項
）
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
効
果
に
つ
い
て
も
、
議
論
が
あ
る
。
例
え
ば
、
差
止
請
求
が
認
め
ら
れ

る
に
は
、
営
業
上
の
利
益
が
現
に
侵
害
さ
れ
、
ま
た
は
そ
の
具
体
的
な
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
述
べ
る
裁
判
例
も
あ
れ
ば）5
（

、
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こ
の
要
件
に
触
れ
な
い
裁
判
例
も
あ
る）6
（

た
め
、
こ
の
よ
う
な
要
件
を
差
止
請
求
に
課
す
べ
き
か
ど
う
か
な
ど
が
問
題
に
な
り
う
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
競
業
避
止
特
約
に
つ
い
て
は
、
直
接
の
法
制
度
が
存
在
し
な
い
こ
と
も
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
裁
判
例
に
よ
る
解
釈
論

を
通
じ
て
、
そ
の
有
効
性
や
効
果
が
規
律
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

㈡　

本
稿
の
検
討
対
象

　

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
在
職
中
の
労
働
者
は
、
ど
の
州
に
お
い
て
も
、
忠
実
義
務
（duty of loyalty

）
の
内
容
と
し
て
競
業
避

止
義
務
を
負
う
が
、
退
職
後
は
当
然
に
は
こ
れ
を
負
わ
な
い
た
め
、
競
業
避
止
特
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
、
と
い
う
点
は
日

本
の
状
況
と
類
似
す
る
。
ア
メ
リ
カ
で
も
、
競
業
避
止
特
約
の
効
力
は
制
限
さ
れ
る
が
、
制
限
す
る
具
体
的
な
ル
ー
ル
は
州
に
よ
っ

て
異
な
っ
て
い
る
。
①
日
本
と
同
様
に
、
立
法
に
よ
る
規
制
を
行
わ
ず
、
コ
モ
ン
ロ
ー
（
判
例
法
）
と
し
て
、
競
業
制
限
の
合
理
性

の
有
無
を
中
心
に
特
約
の
効
力
を
制
限
す
る
法
理
を
確
立
し
て
い
る
州
も
多
い
が
、
②
特
約
を
規
制
す
る
州
制
定
法
を
定
め
て
い
る

州
も
あ
る
。
そ
れ
ら
州
制
定
法
に
も
、
❶
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
る
合
理
性
ル
ー
ル
と
同
様
の
も
の
を
採
用
し
て
い
る
州
や
、
❷
競
業
避

止
特
約
を
広
く
禁
止
す
る
州
、
❸
低
賃
金
労
働
者
の
締
結
す
る
特
約
を
無
効
と
す
る
州
な
ど
、
様
々
な
ル
ー
ル
が
あ
る
。

　

そ
の
な
か
で
、
テ
キ
サ
ス
州
は
、
か
つ
て
は
コ
モ
ン
ロ
ー
と
し
て
、
合
理
性
ル
ー
ル
に
よ
り
競
業
避
止
特
約
の
有
効
性
を
制
限
す

る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
基
づ
く
損
害
賠
償
や
差
止
め
、
特
約
の
修
正
の
権
利
救
済
を
規
律
し
て
い
た
が
、
現
在
ま
で
に
、
②
州
制
定

法
を
定
め
、
そ
の
内
容
は
、
❶
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
る
ル
ー
ル
を
維
持
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
制
定
法
化
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

「
そ
の
他
の
有
効
な
合
意
」
に
付
随
し
て
い
る
こ
と
、
と
い
う
他
の
州
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
的
な
要
件
が
置
か
れ
た
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
テ
キ
サ
ス
州
法
を
素
材
と
し
て）（
（

、
同
州
で
は
合
理
性
ル
ー
ル
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
に

適
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
競
業
避
止
特
約
に
基
づ
く
権
利
救
済
（
法
的
手
段
）
に
は
ど
の
よ
う
な
解
釈
論
上
の
課
題
が
あ
る
の
か
、

判
例
法
か
ら
制
定
法
へ
の
移
行
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
生
じ
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
じ
、
日
本
法
へ
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の
示
唆
の
可
能
性
も
模
索
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二　

ア
メ
リ
カ
・
テ
キ
サ
ス
州
制
定
法
の
競
業
避
止
特
約
規
制

㈠　

テ
キ
サ
ス
州
の
競
業
避
止
特
約
法
（the C

ovenants N
ot to C

om
pete Act

）
の
概
要

1　

規
制
内
容

⑴　

現
在
の
規
定
内
容

　

テ
キ
サ
ス
州
の
競
業
避
止
特
約
規
制
は
、
商
取
引
法
典
（Business and Com

m
erce Code

）
の
第
二
編
「
競
争
お
よ
び
取
引
行

為
（Com

petition and T
rade Practices

）」・
第
一
五
章
「
独
占
、
ト
ラ
ス
ト
お
よ
び
取
引
制
限
の
共
謀
（M

onopolies, T
rusts 

and Conspiracies in Restraint of T
rade

）」・
Ｅ
款
「
競
業
避
止
特
約
（Covenants N

ot to Com
pete

）」
に
置
か
れ
て
い
る
。
同

章
の
一
連
の
規
定
は
、「
テ
キ
サ
ス
自
由
企
業
反
ト
ラ
ス
ト
法
（T

exas Free Enterprise and A
ntitrust A

ct

）」
と
し
て
定
義
さ

れ
て
お
り
（
一
五
・
〇
一
条
）、
一
五
・
〇
一
条
か
ら
一
五
・
五
二
条
ま
で
の
条
文
か
ら
な
る
。
こ
の
う
ち
、
競
業
避
止
特
約
に
対
す

る
規
制
は
、
一
五
・
五
〇
条
な
い
し
一
五
・
五
二
条
の
三
つ
の
条
文
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
テ
キ
サ
ス
州
に
お
け

る
競
業
避
止
特
約
規
制
は
、
競
争
法
の
領
域
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
一
五
・
五
〇
条
な
い
し
一
五
・
五
二
条
が
「
競
業
避
止
特

約
法
（Covenants N

ot to Com
pete A

ct

）」
と
も
呼
ば
れ
、
そ
の
規
定
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
以
下
「
本
法
」
と
も
い

う
）
（
（

。）。
商
取
引
法
典
一
五
・
五
〇
条
（
競
業
避
止
特
約
の
有
効
性
の
基
準
）

⒜　

本
法
典
一
五
・
〇
五
条
に
か
か
わ
ら
ず
、
⒝
項
の
適
用
さ
れ
う
る
規
定
に
従
い
、
競
業
避
止
特
約
（covenant not to com

pete

）
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は
、
そ
の
他
の
有
効
な
合
意
が
な
さ
れ
た
時
点
で
こ
の
合
意
に
付
随
し
（ancillary to

）、
ま
た
は
こ
の
合
意
の
一
部
で
あ
る
（part 

of

）
場
合
、
制
限
対
象
と
な
る
期
間
、
地
理
的
範
囲
お
よ
び
活
動
範
囲
に
つ
い
て
、
合
理
的
（reasonable

）
で
あ
り
、
受
約
者

（prom
isee

）
の
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
（goodw

ill

）
そ
の
他
の
事
業
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
る
制
限
を
課
す
も
の

で
な
い
制
限
を
定
め
て
い
る
か
ぎ
り
、
有
効
で
あ
る
。

⒝　

医
療
行
為
に
関
連
す
る
競
業
避
止
特
約
は
、
テ
キ
サ
ス
州
医
療
局
（M

edical Board

）
に
医
師
と
し
て
免
許
を
受
け
て
い
る
者
と
の

関
係
で
、
次
の
要
件
に
従
え
ば
有
効
で
あ
る
。

　

⑴　
（
略
）

　

⑵　
（
略
）

　

⑶　
（
略
）

⒞　

⒝
項
は
、
認
可
さ
れ
た
病
院
ま
た
は
認
可
さ
れ
た
通
院
外
科
診
療
所
に
対
す
る
医
師
の
事
業
の
支
配
権
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

商
取
引
法
典
一
五
・
五
一
条
（
競
業
避
止
特
約
を
執
行
す
る
た
め
の
訴
訟
に
お
け
る
手
続
お
よ
び
権
利
救
済
）

⒜　

本
条
の
⒞
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
裁
判
所
は
、
競
業
避
止
特
約
の
約
束
者
（prom

isor

）
に
よ
る
違
反
に
対
し
、
当

該
特
約
に
基
づ
き
、
受
約
者
に
、
損
害
賠
償
、
差
止
め
に
よ
る
救
済
ま
た
は
損
害
賠
償
と
差
止
め
に
よ
る
救
済
と
の
両
方
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

⒝　

当
該
特
約
が
付
随
し
て
い
る
合
意
の
主
た
る
目
的
が
、
期
間
を
定
め
て
い
る
か
随
意
に
終
了
さ
れ
る
（at w

ill

）
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

約
束
者
に
対
し
て
人
的
な
役
務
（personal services

）
の
提
供
を
義
務
づ
け
る
こ
と
に
あ
る
場
合
、
受
約
者
が
、
当
該
特
約
が
本
法

典
一
五
・
五
〇
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
基
準
に
合
致
す
る
こ
と
の
立
証
責
任
（burden of establishing

）
を
負
う
。
当
該

合
意
が
異
な
る
主
目
的
を
も
つ
場
合
、
約
束
者
が
、
当
該
特
約
が
そ
れ
ら
の
基
準
に
合
致
し
な
い
こ
と
の
立
証
責
任
を
負
う
。
本
項
に

お
い
て
、
事
実
の
「
立
証
責
任
」
と
は
、
事
実
認
定
者
に
対
し
て
そ
の
事
実
の
存
在
が
そ
の
不
存
在
よ
り
も
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
を
説

得
す
る
責
任
（burden of persuading

）
を
意
味
す
る
。
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⒞　

当
該
特
約
が
そ
の
他
の
有
効
な
合
意
に
付
随
し
、
ま
た
は
そ
の
一
部
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
が
、
制
限
対
象
と
な
る
期
間
、
地
理
的
範

囲
お
よ
び
活
動
範
囲
に
つ
い
て
、
合
理
的
で
な
く
、
受
約
者
の
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
そ
の
他
の
事
業
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲

を
超
え
る
制
限
を
課
す
制
限
を
定
め
て
い
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
制
限
対
象
と
な
る
期
間
、
地
理
的
範
囲
お
よ
び
活
動
範
囲
に
つ
い
て

当
該
特
約
に
定
め
ら
れ
て
い
る
制
限
が
、
合
理
的
で
あ
っ
て
、
受
約
者
の
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
そ
の
他
の
事
業
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必

要
な
範
囲
を
超
え
な
い
制
限
を
課
す
も
の
に
す
る
の
に
必
要
な
範
囲
に
当
該
特
約
を
修
正
し
（reform

）、
修
正
さ
れ
た
特
約
を
執
行

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
裁
判
所
は
、
修
正
前
の
特
約
違
反
に
つ
い
て
損
害
賠
償
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
受
約
者
に
認
め
ら

れ
る
救
済
は
、
差
止
命
令
に
よ
る
救
済
に
限
ら
れ
る
。
当
該
特
約
が
付
随
し
て
い
る
合
意
の
主
た
る
目
的
が
約
束
者
に
対
し
て
人
的
な

役
務
の
提
供
を
義
務
づ
け
る
こ
と
に
あ
り
、
当
該
特
約
は
制
限
対
象
と
な
る
期
間
、
地
理
的
範
囲
お
よ
び
活
動
範
囲
に
つ
い
て
合
理
的

な
制
限
を
定
め
て
い
な
い
こ
と
と
、
当
該
制
限
は
受
約
者
の
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
そ
の
他
の
事
業
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
を

超
え
る
制
限
を
課
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
合
意
締
結
の
時
点
で
受
約
者
が
知
っ
て
い
た
こ
と
を
約
束
者
が
立
証
し
、
受
約
者
が
、
受

約
者
の
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
そ
の
他
の
事
業
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
当
該
特
約
の
執
行
を
求
め
て
い
る
場
合
、
裁

判
所
は
、
特
約
を
執
行
す
る
た
め
の
訴
訟
を
防
御
す
る
に
約
束
者
が
現
実
に
か
つ
合
理
的
に
負
担
し
た
、
合
理
的
な
弁
護
士
費
用
を
含

む
費
用
を
約
束
者
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

商
取
引
法
典
一
五
・
五
二
条
（
他
の
法
の
専
占
）

　

本
法
典
一
五
・
五
〇
条
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
競
業
避
止
特
約
の
有
効
性
の
基
準
な
ら
び
に
本
法
典
一
五
・
五
一
条
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
て
い
る
競
業
避
止
特
約
を
執
行
す
る
た
め
の
訴
訟
に
お
け
る
手
続
お
よ
び
権
利
救
済
は
、
排
他
的
で
あ
り
、
コ
モ
ン
ロ
ー
そ
の
他
の
法

に
基
づ
く
そ
の
他
の
競
業
避
止
特
約
の
有
効
性
の
基
準
ま
た
は
競
業
避
止
特
約
を
執
行
す
る
た
め
の
訴
訟
に
お
け
る
手
続
お
よ
び
権
利
救
済

に
専
占
す
る
。
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⑵　

制
定
・
改
正
の
経
緯

（
ｉ
）　

制
定
前
の
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル

　

前
記
一
㈡
で
述
べ
た
と
お
り
、
テ
キ
サ
ス
州
は
、
か
つ
て
は
制
定
法
で
は
な
く
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
っ
て
、
競
業
避
止
特
約
の
有
効

性
を
制
限
し
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（R

est
a

t
em

en
t 

（S
eco

n
d

） o
f C

o
n

t
ra

ct
s

）
9
（

）
が
記
述

す
る
ル
ー
ル）（1
（

が
テ
キ
サ
ス
州
の
裁
判
所
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
た
。
州
最
高
裁
が
示
し
た
か
つ
て
の
ル
ー
ル
は
、
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

　

ま
ず
、「
競
業
避
止
特
約
は
、
取
引
制
限
（restraint of trade

）
で
あ
る
た
め
、
合
理
的
で
な
い
限
り
、
公
序
（public policy

）

を
理
由
と
し
て
無
効
と
な
る
〔
さ
ら
に
、
判
決
の
注
記
に
よ
れ
ば
「
競
業
避
止
特
約
は
、
公
序
以
外
の
理
由
で
無
効
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。

例
え
ば
、
競
業
避
止
特
約
も
、
ほ
か
の
契
約
と
同
様
、
約
因
（consideration

）
（（
（

）
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
約
因

は
、
約
束
者
に
提
供
さ
れ
た
特
別
な
訓
練
や
知
識
が
含
ま
れ
う
る
が
、
そ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
…
…）

（1
（

。」〕」（
第
二
次
契
約
法
リ

ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
一
八
六
条）

（1
（

）。
そ
し
て
、「
競
業
避
止
特
約
は
、
三
つ
の
基
準
を
充
足
し
な
い
か
ぎ
り
、
合
理
的
な
取
引
制
限
と
は

な
ら
な
い
。〔
①
〕
第
一
に
、
競
業
避
止
特
約
が
、
そ
の
他
の
有
効
な
法
律
行
為
（transaction

）
ま
た
は
関
係
（relationship

）
に

付
随
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
一
八
七
条）

（1
（

）。「
こ
の
よ
う
な
競
業
制
限
は
、
保
護
に
値
す
る
利
益

を
も
た
ら
す
（give rise

）
他
の
有
効
な
法
律
行
為
や
関
係
の
一
部
で
あ
っ
て
、
付
随
す
る
も
の
で
な
い
限
り
、
不
合
理
で
あ
」
り

（
同
条
注
釈
ｂ
）、「
そ
の
よ
う
な
法
律
行
為
ま
た
は
関
係
に
は
、
事
業
譲
渡
や
雇
用
関
係
が
含
ま
れ
る
」（
同
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
一
八

八
条）

（1
（

⑵
項
）。「〔
②
〕
第
二
に
、
競
業
避
止
特
約
に
よ
っ
て
生
じ
る
制
限
は
、
受
約
者
〔
こ
こ
で
は
使
用
者
〕
の
正
当
な
利
益
を
保
護

す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
」（
同
条
⑴
項
⒜
号
）。「
保
護
に
値
す
る
正
当
な
利
益
の
例
と
し
て
、
事
業
上
の

グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
、
営
業
秘
密
そ
の
他
の
秘
密
情
報
ま
た
は
財
産
的
情
報
が
挙
げ
ら
れ
る
」（
同
条
注
釈
ｂ
・
ｇ
）。「
競
業
避
止
特
約
の

範
囲
は
、
期
間
・
地
域
・
活
動
の
種
類
に
関
し
て
適
切
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
条
注
釈
ｄ
）。「
適
切
に
限
定
さ
れ
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て
い
な
い
競
業
避
止
特
約
は
、
受
約
者
の
正
当
な
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
で
、
エ
ク
イ
テ
ィ
（
衡
平
法
）
の
裁
判
所

が
修
正
し
、
執
行
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
裁
判
所
は
執
行
し
な
い）（1
（

。」「〔
③
〕
第
三
に
、
競
業
避
止
特
約
に
よ
る
受

約
者
の
保
護
の
必
要
性
は
、
約
束
者
の
困
難
ま
た
は
一
般
国
民
に
生
じ
る
可
能
性
の
損
害
を
超
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
同
条
⑴
項
⒝
号
）。「
競
業
避
止
特
約
が
執
行
さ
れ
る
に
は
、
そ
れ
に
よ
る
利
益
は
、
約
束
者
お
よ
び
一
般
国
民
に
と
っ
て
、
そ
れ
に

よ
る
負
担
と
均
衡
が
保
た
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
競
業
避
止
特
約
は
、
使
用
者
が
秘
密
情
報
や
財
産
的
情
報

を
労
働
者
と
共
有
し
、
両
者
の
共
通
の
目
的
を
推
進
す
る
こ
と
を
奨
励
す
る
と
い
う
有
益
な
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

両
者
の
間
の
交
渉
力
の
格
差
を
不
当
に
利
用
し
、
ま
た
は
労
働
者
の
個
人
の
自
由
や
経
済
的
流
動
性
を
著
し
く
損
な
う
も
の
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
」（
同
一
八
八
条
注
釈
ｃ
・
ｇ
参
照
）（〔　
〕
内
は
執
筆
者
に
よ
る
加
筆
。
以
下
も
同
様
で
あ
る）

（1
（

）。
す
な
わ
ち
、
コ
モ
ン

ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
で
は
、
競
業
避
止
特
約
が
有
効
に
な
る
た
め
に
は
、
①
特
約
の
付
随
性）（1
（

、
②
競
業
制
限
の
正
当
な
利
益
お
よ
び
合

理
性
、
③
使
用
者
の
保
護
の
必
要
性
と
労
働
者
や
一
般
国
民
の
不
利
益
と
の
均
衡
の
三
点
が
必
要
で
あ
る
。

　

コ
モ
ン
ロ
ー
に
お
い
て
は
、「
一
般
公
共
の
た
め
の
職
業
（com

m
on calling

）」
基
準
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
競
争
を
制
限
し
、
ま
た
は
一
般
公
共
の
た
め
の
職
業
に
従
事
す
る
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
た
競
業
避
止
特
約

は
、
有
効
で
は
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る）（1
（

。
こ
れ
は
、H

ill v. M
obile A

uto T
rim

, Inc.

事
件
で
示
さ
れ
た
考
え
方
で
あ
り
、

も
と
も
と
ユ
タ
州
の
最
高
裁
判
例
の
解
釈
で
あ
る）11
（

。
テ
キ
サ
ス
州
の
下
級
審
の
裁
判
例
に
は
、「
一
般
公
共
の
た
め
の
職
業
」
に
従

事
す
る
者
を
、「
生
計
を
立
て
る
た
め
に
一
般
的
な
業
務
（generic task

）
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
労
働
者
が
誰
の
た
め
に
ど
こ
で

働
い
て
も
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
者
」
と
定
義
す
る
も
の）1（
（

や
、「
一
般
公
共
の
た
め
の
職
業
は
、
複
雑
な
分
野
に
お
け
る
広
範
で
高

度
な
訓
練
を
必
要
と
し
な
い
活
動
で
あ
る
」
と
述
べ
た
も
の）11
（

が
あ
り
、
一
般
公
共
の
た
め
の
職
業
に
該
当
す
る
と
判
断
し
た
も
の
と

し
て
理
容
師）11
（

や
耳
鼻
咽
喉
科
医）11
（

、
該
当
し
な
い
と
判
断
し
た
も
の
と
し
て
獣
医）11
（

が
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
テ
キ
サ
ス
州
最
高
裁
は
、「
一
般
公
共
の
た
め
の
職
業
（com

m
on calling

）」
基
準
を
適
用
し
な
く
な
っ
た
。
そ
の
理
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由
と
し
て
、
テ
キ
サ
ス
州
最
高
裁
自
身
は
、「『
一
般
公
共
の
た
め
の
職
業
』
の
定
義
や
、
こ
の
追
加
的
要
件
が
果
た
す
べ
き
目
的
に

つ
い
て
説
明
し
な
か
っ
た
」
こ
と
や
、「
付
随
性
の
あ
る
競
業
避
止
特
約
が
合
理
的
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
裁
判
所
は
、

受
約
者
の
正
当
な
利
益
を
保
護
す
る
必
要
性
と
、
そ
の
保
護
が
約
束
者
お
よ
び
一
般
国
民
に
生
じ
る
困
難
性
に
焦
点
を
当
て
る
べ
き

で
あ
」
り
、「
約
束
者
の
業
務
の
性
質
（
一
般
公
共
の
た
め
の
職
業
で
あ
る
か
ど
う
か
）
は
、
合
理
性
の
判
断
に
影
響
を
与
え
る
可
能

性
は
あ
る
が
、
審
理
の
主
た
る
焦
点
で
は
な
い
」
こ
と
、
裁
判
例
に
お
い
て
も
一
般
公
共
の
た
め
の
職
業
に
従
事
し
て
い
た
か
ど
う

か
が
結
論
に
影
響
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、「
議
会
が
、
競
業
避
止
特
約
の
合
理
性
の
審
査
か
ら
一
般
公
共
の
た
め

の
職
業
を
除
い
て
い
る
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）11
（

。
ま
た
、「
一
般
公
共
の
た
め
の
職
業
」
基
準
を
示
し
たH

ill v. M
obile 

A
uto T

rim
, Inc.

事
件
に
対
し
て
は
、
そ
の
後
の
州
最
高
裁
判
例
で
も
、「〔
同
事
件
判
決
〕
以
前
の
コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
、『
雇
用
関

連
契
約
に
お
け
る
競
業
避
止
特
約
は
、
通
常
は
、
無
効
な
取
引
制
限
を
構
成
す
る
こ
と
を
理
由
に
公
序
に
反
す
る
、
と
は
考
え
ら
れ

な
い
と
い
う
ル
ー
ル
が
テ
キ
サ
ス
州
で
は
確
立
し
て
い
た
』」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）11
（

。

（
ⅱ
）　

本
法
の
制
定
お
よ
び
改
正
の
経
過

　

本
法
は
、
一
九
八
九
年
六
月
一
四
日
に
制
定
さ
れ
、
同
年
八
月
二
八
日
に
施
行
さ
れ
た
が
、
施
行
日
の
前
に
締
結
さ
れ
た
競
業
避

止
特
約
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
た）11
（

。
な
お
、D

eSantis v. W
ackenhut Corp.

事
件
で
は
、
競
業
避
止
特
約
の

有
効
性
が
問
題
と
な
る
事
件
が
係
属
し
て
い
る
間
に
、
本
法
が
制
定
お
よ
び
施
行
さ
れ
た
た
め
、
州
最
高
裁
は
、
本
法
が
「
本
法
制

定
前
に
締
結
さ
れ
た
競
業
避
止
特
約
の
当
事
者
が
も
つ
権
利
に
関
す
る
訴
訟
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
」
も
問
題

に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
仮
に
本
法
を
適
用
し
た
と
し
て
も
、
使
用
者
が
保
護
に
値
す
る
事
業
利
益
の
存
在
を
証
明
で
き
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
特
約
が
無
効
で
あ
り
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
を
適
用
し
た
場
合
と
変
わ
ら
ず
、「
当
裁
判
所
は
、
本
件
の

結
果
は
、
本
法
の
影
響
を
受
け
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
た
た
め
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
解
決
す
る
必
要
は
な
い
」
と
述
べ
た）11
（

。
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Peat M

arw
ick M

ain &
 Co. v. H

aass

事
件
で
も
、
原
告
側
が
特
約
条
項
の
修
正
を
主
張
し
た
こ
と
を
受
け
、
州
最
高
裁
は

「
本
法
は
上
訴
中
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
明
示
的
に
述
べ
て
い
な
い
も
の
の
、
議
会
は
『
本
法
は
、
本
法
の
施
行
日
の
前
、
施
行
日
お

よ
び
施
行
日
の
後
に
締
結
さ
れ
た
特
約
に
締
結
さ
れ
る
』
と
述
べ
て
い
る
。
仮
に
…
…
全
面
的
な
遡
及
効
を
本
法
に
与
え
た
と
し
て

も
、
立
法
趣
旨
お
よ
び
本
法
の
文
言
通
り
の
適
用
〔
一
五
・
五
一
条
⒞
項
た
だ
し
書
〕
の
い
ず
れ
も
が
〔
原
告
〕
の
損
害
賠
償
を
認
め

な
い
た
め
、
文
書
訂
正
の
議
論
は
無
効
で
あ
る
」
と
述
べ
た）11
（

。

　

前
記
（
ｉ
）
の
と
お
り
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
の
下
で
も
競
業
避
止
特
約
の
効
力
が
制
限
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、
本
法
を
制

定
し
た
こ
と
の
趣
旨
は
、
法
案
や
州
最
高
裁
判
例
で
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
上
院
で
は
、「
近
年
の
テ
キ
サ
ス
州
最
高
裁
の

判
例
〔H

ill v. M
obile A

uto T
rim

, Inc.

事
件）

1（
（

お
よ
びD

eSantis v. W
ackenhut Corp.

事
件）

11
（

〕
で
は
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
関
係
や
雇

用
関
係
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
特
約
の
有
効
性
が
厳
格
に
制
限
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
て
は
許
容
さ
れ
て
い
た
状
況
の
下
で
の
活
用
に
も

疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
分
析
が
あ
る）11
（

。
下
院
で
も
、H

ill v. M
obile A

uto T
rim

, Inc.

事
件
は
、「
確
立
さ
れ
た
先
例

を
覆
し
た
」
と
か
、
本
法
案
は
、「
テ
キ
サ
ス
州
裁
判
所
に
よ
っ
て
発
展
し
た
三
〇
年
を
超
え
る
コ
モ
ン
ロ
ー
を
回
復
し
、
州
内
の

経
済
発
展
に
対
す
る
障
害
を
除
去
す
る
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
分
析
さ
れ
た）11
（

。
次
に
、
州
最
高
裁
の
判
例
も
、「
本
法
は
、
競
業
避
止

特
約
に
対
す
る
裁
判
所
の
明
ら
か
な
反
感
を
覆
す
こ
と
、
特
に
〔H

ill v. M
obile A

uto T
rim

, Inc.

事
件
〕
で
設
け
ら
れ
た
『
一
般

公
共
の
た
め
の
職
業
』
と
い
う
狭
い
基
準
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
〔
競
業
避
止
特
約
〕
の
活
用
に
対
す
る
障
害
を
除
去
す
る
こ
と
、『
テ

キ
サ
ス
州
裁
判
所
に
よ
っ
て
発
展
し
た
三
〇
年
を
超
え
る
コ
モ
ン
ロ
ー
を
回
復
し
、
州
内
の
経
済
発
展
に
対
す
る
障
害
を
除
去
す

る
』
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
」
と
述
べ
た）11
（

。
な
お
、
本
法
そ
の
も
の
の
趣
旨
や
目
的
に
つ
い
て
は
、
後
記
2
で
検
討
す
る
。

　

そ
の
後
、
一
九
九
三
年
の
七
月
一
九
日
に
改
正
、
同
年
九
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
改
正
法）11
（

は
、
本
法
の
重
要
な
改
正
を
含
ん
で
い

る
。
ま
ず
、
一
五
・
五
〇
条
か
ら
、
特
約
の
付
随
性
に
つ
い
て
、「〔
競
業
避
止
特
約
が
〕
そ
の
他
の
有
効
な
合
意
に
付
随
す
る
〔
場

合
〕。
た
だ
し
、
当
該
競
業
避
止
特
約
が
基
礎
と
な
る
（underlying

）
合
意
が
締
結
さ
れ
た
日
以
外
の
日
に
締
結
さ
れ
た
と
き
は
、
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当
該
特
約
は
独
立
し
た
価
値
の
あ
る
約
因
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
文
言
が
削
除
さ
れ
た
。
一
方
、

「
そ
の
他
の
有
効
な
合
意
が
な
さ
れ
た
時
点
で
こ
の
合
意
に
付
随
し
、
ま
た
は
こ
の
合
意
の
一
部
で
あ
る
場
合
」
と
い
う
文
言
が
追

加
さ
れ
、
一
九
八
九
年
立
法
か
ら
あ
っ
た
「
付
随
」
性
に
加
え
て
、「
一
部
」
性
の
要
件
が
追
加
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
要
件
や
改
正

の
趣
旨
な
ど
に
つ
い
て
は
、
後
記
㈡
1
で
検
討
す
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
一
九
九
三
年
改
正
法
で
は
、
一
五
・
五
一
条
⒝
項
に
、「
期
間
を
定
め
て
い
る
か
随
意
に
終
了
さ
れ
る
か
に
か
か
わ

ら
ず
」
と
い
う
文
言
が
追
加
さ
れ
る
、
同
条
⒞
項
の
第
一
文
の
裁
判
所
の
文
書
訂
正
（reform

ation

）
の
権
限
行
使
に
つ
き
、「
受

約
者
の
請
求
に
よ
り
」
と
い
う
文
言
が
削
除
さ
れ
る
、
一
五
・
五
二
条
の
専
占
規
定
が
追
加
さ
れ
る
、
と
い
う
改
正
が
あ
っ
た
。

　

な
お
、
そ
の
後
も
数
次
の
改
正
を
経
て
い
る
が
、
医
療
行
為
に
関
連
す
る
競
業
避
止
特
約
に
つ
い
て
、
一
五
・
五
〇
条
⒝
項
を
新

設
し
（
一
九
九
九
年
施
行）

11
（

）、
同
項
に
形
式
的
な
改
正
を
行
う
（
二
〇
〇
一
年
施
行）

11
（

、
二
〇
〇
九
年
施
行）

11
（

）
と
と
も
に
、
同
条
⒞
項
を
新

設
し
た
（
二
〇
〇
九
年
施
行
）
も
の
で
あ
る
た
め
、
労
働
者
一
般
に
関
す
る
競
業
避
止
特
約
規
制
を
検
討
対
象
と
し
て
い
る
本
稿
で

は
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

2　

本
法
の
適
用
対
象
お
よ
び
趣
旨
・
目
的

⑴　

適
用
対
象

　

本
法
は
、「
競
業
避
止
特
約
（covenant not to com

pete

）」
の
有
効
性
を
制
限
す
る
こ
と
で
こ
れ
を
規
制
し
て
い
る
と
こ
ろ
、

規
制
対
象
と
な
る
特
約
に
つ
い
て
、
州
最
高
裁
の
判
例
に
よ
れ
ば
、「
労
働
者
で
あ
っ
た
者
（form

er em
ployee

）
に
対
し
て
〔
①
〕

職
業
上
の
流
動
性
に
制
限
を
加
え
、
ま
た
は
使
用
者
で
あ
っ
た
者
（form

er em
ployer

）
の
〔
②
〕
顧
客
や
〔
③
〕
労
働
者
へ
の
勧

誘
を
制
限
す
る
特
約
は
、
取
引
制
限
（restraints on trade

）
で
あ
り
、
本
法
の
適
用
を
受
け
る
」
一
方
、「〔
④
〕
営
業
秘
密

（trade secret

）
や
秘
密
情
報
（confidential inform

ation

）
を
開
示
し
な
い
旨
の
合
意
は
、
明
示
的
に
は
本
法
の
適
用
を
受
け
な
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い
」
と
解
さ
れ
て
い
る）11
（

。
す
な
わ
ち
、「
競
業
避
止
特
約
」
に
は
、
①
競
業
禁
止
特
約
の
ほ
か
、
②
顧
客
勧
誘
禁
止
特
約
、
③
従
業

員
引
抜
禁
止
特
約
も
含
ま
れ
る
が
、
④
秘
密
保
持
特
約
は
、
少
な
く
と
も
明
示
的
に
は
含
ま
れ
な
い）1（
（

こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
当
該
判
例
に
お
け
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
お
よ
び
関
連
会
社
の
顧
客
の
勧
誘
や
取
引
お
よ
び
使
用
者
の
従
業
員

の
勧
誘
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
使
用
者
の
営
業
秘
密
の
開
示
を
禁
止
す
る
特
約
に
つ
き
、
営
業
秘
密
の
開
示
禁
止
を
超
え
る
範
囲

に
つ
き
、
本
法
に
基
づ
く
有
効
性
を
検
討
し
た
。

　

ま
た
、
本
稿
の
検
討
対
象
か
ら
は
外
れ
る
が
、
本
法
は
雇
用
契
約
に
伴
っ
て
労
働
者
に
対
し
て
競
業
避
止
義
務
を
課
す
特
約
だ
け

で
な
く
、
事
業
譲
渡
に
伴
っ
て
譲
渡
人
に
対
し
て
競
業
避
止
義
務
を
課
す
競
業
避
止
特
約）11
（

な
ど
に
も
適
用
さ
れ
る
。

⑵　

趣
旨
・
目
的

　

本
法
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
州
最
高
裁
の
判
例
は
、
ま
ず
、「
テ
キ
サ
ス
州
憲
法
は
契
約
の
自
由
を
保
護
し
て
い
る
。
テ
キ
サ
ス
州

憲
法
第
一
編
第
一
六
節）11
（

…
…
参
照
。
…
…
競
業
避
止
特
約
の
締
結
は
、
同
意
（consent

）
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
両
当
事
者
の

任
意
の
行
為
で
あ
る
」
と
述
べ
、
競
業
避
止
特
約
に
つ
い
て
も
、
契
約
の
自
由
が
及
ぶ
こ
と
を
前
提
に
、「
し
か
し
、
議
会
は
、
契

約
の
自
由
に
対
す
る
公
序
に
合
致
し
た
合
理
的
な
制
限
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
、
そ
の
自
由
に
も
制
限
が
課
さ
れ
う
る
、

と
解
し
て
い
る
。

　

州
最
高
裁
は
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
そ
れ
は
一
九
八
三
年
の
テ
キ
サ
ス
州
自
由
企
業
お
よ
び
反
ト
ラ

ス
ト
法
で
あ
る
、
本
法
を
含
む
テ
キ
サ
ス
州
商
取
引
法
典
第
一
五
章
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
…
…
第
一
五
章
の
目
的
は
、
テ
キ

サ
ス
州
で
生
じ
る
『
取
引
（trade

）
お
よ
び
通
商
（com

m
erce

）
に
お
け
る
経
済
的
競
争
を
維
持
・
促
進
す
る
こ
と
』
に
あ
る
。

テ
キ
サ
ス
州
商
取
引
法
典
一
五
・
〇
四
条）11
（

。〔
①
〕
労
働
者
が
使
用
者
を
変
え
、
顧
客
や
元
同
僚
を
勧
誘
す
る
、
す
な
わ
ち
、
そ
の

使
用
者
で
あ
っ
た
者
と
競
争
す
る
能
力
を
不
当
に
制
限
す
る
こ
と
は
、
企
業
間
の
正
当
な
競
争
や
熟
練
し
た
労
働
者
の
流
動
性
を
妨
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げ
う
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
一
方
、〔
②
〕
正
当
な
（valid

）
競
業
避
止
特
約
は
、
当
事
者
間
で
合
意
さ
れ
た
合
理
的
な
通
商
制
限

で
あ
り
、
使
用
者
が
秘
密
情
報
や
重
要
な
顧
客
関
係
を
重
要
な
労
働
者
に
託
す
こ
と
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
産
業
の
効
率

（effi
ciency

）
を
向
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
ま
た
、〔
③
〕
正
当
な
（legitim

ate

）
競
業
避
止
特
約
は
、
労
働
者
が
即
座
に
取

得
し
て
〔
使
用
者
〕
に
対
し
て
事
業
で
使
用
す
る
可
能
性
の
あ
る
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
〔
テ
キ
サ
ス
州
法
に
お
け
る
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
の
考
え
方

に
つ
い
て
は
、
後
記
㈡
2
⑴
（
ｉ
）〕
を
開
発
す
る
た
め
に
、
相
当
の
資
源
を
投
資
す
る
こ
と
に
躊
躇
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に

よ
り
、
使
用
者
が
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
を
開
発
す
る
こ
と
を
奨
励
す
る
。
…
…
正
当
な
競
業
避
止
特
約
は
、
人
的
資
本
を
開
発
す
る
た
め

に
発
生
す
る
費
用
が
、
そ
の
よ
う
な
支
出
を
行
わ
ず
に
使
用
者
の
投
資
を
収
奪
す
る
可
能
性
の
あ
る
競
合
他
社
か
ら
保
護
さ
れ
る
こ

と
を
保
証
す
る
。
…
…
下
院
商
取
引
委
員
会
は
、
本
法
の
こ
の
目
的
を
次
の
よ
う
に
繰
り
返
し
た
。『
一
般
に
、
こ
れ
ら
の
特
約
は
、

適
切
な
状
況
下
で
、
営
業
秘
密
や
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
の
従
業
員
教
育
の
発
展
へ
の
よ
り
大
き
な
投
資
を
促
進
し
、
契
約
当
事
者
に
様
々

な
リ
ス
ク
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
配
分
す
る
手
段
を
与
え
、
財
産
権
の
よ
り
自
由
な
移
転
を
可
能
に
し
、
特
定
の
状
況
に
お
い
て

は
営
業
秘
密
や
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
の
保
護
の
た
め
の
唯
一
の
効
果
的
な
救
済
手
段
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
』。
…
…
議
会
は
、
こ
れ

ら
の
利
益
が
相
反
し
う
る
こ
と
を
認
識
し
、
競
争
を
阻
害
す
る
労
働
者
の
流
動
性
に
対
す
る
明
白
な
（naked

）
制
限
を
禁
止
す
る

一
方
で
、
当
事
者
間
の
競
争
制
限
と
は
関
係
の
な
い
主
要
な
目
的
を
も
つ
正
当
な
契
約
に
付
随
し
、
ま
た
は
そ
の
一
部
で
あ
る
流
動

性
に
対
す
る
合
理
的
な
制
限
を
、
使
用
者
と
労
働
者
が
合
意
す
る
こ
と
を
認
め
る
法
律
を
作
成
し
た
。
商
取
引
法
典
一
五
・
〇
五
条

⒜
項
、
一
五
・
五
〇
条
⒜
項
参
照
。
こ
れ
に
よ
り
、
議
会
は
、
通
商
に
お
け
る
経
済
的
競
争
を
促
進
す
る
と
い
う
議
会
の
掲
げ
る
目

的
を
推
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
法
典
一
五
・
〇
四
条
。
商
取
引
法
典
の
一
五
・
〇
五
条
⒜
項
で
は
、〔『
不
公
正
行
為
（U

nlaw
ful 

Practices

）』
と
題
し
、『
取
引
ま
た
は
通
商
を
制
限
す
る
あ
ら
ゆ
る
契
約
、
結
合
（com

bination

）
ま
た
は
共
謀
（conspiracy

）
は
違
法

で
あ
る
』
と
定
め
、〕
議
会
は
使
用
者
と
労
働
者
と
の
間
の
契
約
の
自
由
を
政
策
的
に
制
限
し
て
い
る
。
…
…
当
裁
判
所
の
判
例
は
、

そ
の
よ
う
な
明
白
な
取
引
制
限
は
違
法
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
…
…
そ
の
よ
う
な
契
約
を
締
結
す
る
際
の
両
当
事
者
の
目
的
が
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『
単
に
競
争
を
制
限
し
、
価
格
を
高
め
、
ま
た
は
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
』
場
合
、『
制
限
を
正
当
化
し
、
ま
た
は
免
責
す
る
』
当
該

関
係
の
主
要
か
つ
合
法
な
目
的
が
存
在
し
な
い
。
…
…
こ
れ
が
、
特
約
が
当
事
者
間
の
競
争
制
限
と
は
無
関
係
な
主
要
目
的
を
も
つ

有
効
な
契
約
ま
た
は
法
律
行
為
に
付
随
し
て
い
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
根
拠
で
あ
る
。
ま
た
、
議
会
は
、
正
当
な
競
業
避
止
特
約
は
、

限
定
的
に
取
引
を
制
限
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
経
済
的
競
争
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
明
白
な
取
引
制
限
で
は
な
い
と
認
識
し

た
）
11
（

」。
な
お
、
本
法
一
五
・
五
〇
条
⒜
項
は
、「
適
法
な
雇
用
に
お
い
て
、
自
ら
の
労
働
力
を
利
用
す
る
権
利
は
、
市
民
権
の
最
初
に

し
て
最
高
の
も
の
の
一
つ
で
あ
る
」
と
い
う
価
値
を
守
る
規
定
で
あ
り
、
同
項
を
遵
守
す
る
競
業
避
止
特
約
の
執
行
に
よ
っ
て
侵
害

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る）11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
州
最
高
裁
は
、
契
約
の
自
由
を
制
限
し
て
競
業
避
止
特
約
の
有
効
性
を
制
限
す
る
根
拠
と
し
て
、
①
労
働
者
の
流

動
化
の
推
進
や
、
④
労
働
者
の
権
利
を
挙
げ
る
一
方
、
競
業
避
止
特
約
の
有
効
性
を
肯
定
す
る
根
拠
と
し
て
、
②
秘
密
情
報
な
ど
の

共
有
に
よ
る
産
業
の
効
率
化
、
③
使
用
者
へ
の
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
開
発
の
奨
励
を
挙
げ
る
。
こ
れ
ら
は
、
テ
キ
サ
ス
州
法
に
か
ぎ
ら
れ

ず
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
競
業
避
止
特
約
法
の
場
面
で
挙
げ
ら
れ
る
要
請
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
テ
キ
サ
ス
州
の
コ
モ
ン
ロ
ー
が
か
つ
て
依
拠
し
た
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
は
、
商
取
引
や
専
門
職
な
ど

の
職
業
に
関
す
る
約
束
は
、
約
束
者
の
将
来
の
活
動
を
制
限
す
る
が
、
そ
の
約
束
に
よ
る
制
限
は
、
自
由
競
争
の
民
間
経
済
の
円
滑

な
機
能
を
不
合
理
に
害
す
る
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
無
効
に
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る）11
（

。
特
に
、
退
職
し
た
労
働
者
の
競
業
避

止
特
約
に
つ
い
て
は
、
競
業
制
限
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
生
計
を
維
持
す
る
個
人
的
権
利
が
阻
害
さ
れ
（
④
）、
ま
た
は
、
労
働
者

の
経
済
的
流
動
性
が
損
な
わ
れ
た
り
、
雇
用
の
過
程
で
得
た
技
術
が
利
用
で
き
な
く
な
っ
た
り
し
て
一
般
国
民
へ
の
損
害
が
生
じ
る

（
①
）
可
能
性
が
あ
る
一
方
、
そ
う
し
た
特
約
は
、
使
用
者
が
労
働
者
に
秘
密
情
報
を
託
す
こ
と
を
奨
励
し
、
効
率
を
向
上
す
る
こ

と
も
あ
る
（
②）

11
（

）。
ま
た
、
雇
用
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
も
、
競
業
避
止
特
約
は
、
一
方
で
使
用
者
の
顧
客
関
係
、
労
働
者
の
評

判
へ
の
投
資
な
ど
の
正
当
な
利
益
を
守
る）11
（

が
、
他
方
で
、
労
働
者
は
、
新
た
な
使
用
者
の
た
め
に
働
く
場
合
に
、
前
の
雇
用
の
過
程
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で
得
た
一
般
的
な
技
能
や
訓
練
を
利
用
で
き
、
競
争
お
よ
び
労
働
者
の
流
動
性
に
関
す
る
公
共
の
利
益
が
あ
る）11
（

た
め
、
労
働
者
が
そ

の
使
用
者
か
ら
離
れ
、
よ
り
生
産
性
が
高
ま
る
別
の
使
用
者
の
下
へ
移
動
す
る
自
由
を
抑
制
す
る
（
④
）
と
と
も
に
、
競
争
を
促
進

す
る
公
共
の
利
益
を
阻
害
す
る
（
①
）
た
め
、
そ
れ
ら
の
調
和
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る）1（
（

。
さ
ら
に
、
最
近
の
統
一
雇
用
競
業
避
止
特

約
法
（U

REA
A

：U
niform

 Restrictive Em
ploym

ent A
greem

ent A
ct

）
11
（

）
で
も
、
競
業
避
止
特
約
が
あ
れ
ば
、
使
用
者
は
、
労

働
者
に
営
業
秘
密
や
顧
客
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
労
働
者
の
訓
練
お
よ
び
商
業
的
に
価
値
の
あ

る
情
報
の
開
発
に
投
資
す
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
る
（
③
）
よ
う
に
な
る
点
で
有
用
で
あ
る
反
面
、
労
働
者
が
よ
り
生
産
性
の
高
い
機

会
に
移
動
す
る
こ
と
を
制
限
し
、
労
働
者
の
み
な
ら
ず
、
社
会
的
な
生
産
性
に
も
損
害
を
与
え
る
（
知
識
の
流
れ
の
阻
害
や
新
し
い
ア

イ
デ
ィ
ア
の
事
業
と
し
て
の
実
現
の
阻
害
な
ど
）
可
能
性
が
あ
る
（
①
）
と
い
う
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）11
（

。

（
1
）　

フ
ォ
セ
コ
・
ジ
ャ
パ
ン
・
リ
ミ
テ
ィ
ッ
ド
事
件
・
奈
良
地
判
昭
和
四
五
年
一
〇
月
二
三
日
判
時
六
二
四
号
七
八
頁
、
ダ
イ
オ
ー
ズ

サ
ー
ビ
シ
ー
ズ
事
件
・
東
京
地
判
平
成
一
四
年
八
月
三
〇
日
労
判
八
三
八
号
三
二
頁
な
ど
。

（
2
）　

ア
フ
ラ
ッ
ク
事
件
・
東
京
地
決
平
成
二
二
年
九
月
三
〇
日
労
判
一
〇
二
四
号
八
六
頁
、
レ
ジ
ェ
ン
ド
元
従
業
員
事
件
・
福
岡
高
判
令

和
二
年
一
一
月
一
一
日
労
判
一
二
四
一
号
七
〇
七
〇
頁
な
ど
。
な
お
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
終
了
後
の
競
業
避
止
特
約
に
関
す
る
裁
判

例
で
あ
る
が
、
東
京
地
判
令
和
三
年
一
月
二
五
日
判
例
集
未
登
載
（LEX

/D
B

文
献
番
号255（（643

）。

（
3
）　

フ
ォ
セ
コ
・
ジ
ャ
パ
ン
・
リ
ミ
テ
ィ
ッ
ド
事
件
・
前
掲
注（
1
）は
、
機
密
保
持
手
当
を
考
慮
し
た
。
高
額
な
賃
金
や
退
職
金
、
手
当

を
代
償
措
置
ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
考
慮
し
た
例
に
、
ト
ー
レ
ラ
ザ
ー
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
（
業
務
禁
止
仮
処
分
）

事
件
・
東
京
地
決
平
成
一
六
年
九
月
二
二
日
労
判
八
八
二
号
一
九
頁
、
モ
リ
ク
ロ
（
競
業
避
止
義
務
・
仮
処
分
）
事
件
・
大
阪
地
決
平
成

二
一
年
一
〇
月
二
三
日
労
判
一
〇
〇
〇
号
五
〇
頁
、
ア
フ
ラ
ッ
ク
事
件
・
前
掲
注（
2
）な
ど
。
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
に
よ
る
独
立
支
援
を
考

慮
し
た
例
に
、
ト
ー
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
〇
年
一
一
月
一
八
日
労
判
九
八
〇
号
五
六
頁
。
早
期
退
職
制
度
に
基
づ
く

割
増
退
職
金
を
考
慮
し
た
例
に
、
第
一
紙
業
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
八
年
一
月
一
五
日
労
経
速
二
二
七
六
号
一
二
頁
。

（
4
）　

代
償
措
置
に
当
た
る
も
の
が
な
く
て
も
競
業
避
止
特
約
を
有
効
に
し
た
例
と
し
て
、
ダ
イ
オ
ー
ズ
サ
ー
ビ
シ
ー
ズ
事
件
・
前
掲
注
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（
1
）な
ど
。
他
方
、「
十
分
な
代
償
措
置
」
を
競
業
避
止
特
約
の
有
効
要
件
と
解
し
た
例
と
し
て
、
関
東
工
業
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二

四
年
三
月
一
三
日
労
経
速
二
一
四
四
号
二
三
頁
。

（
5
）　

東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
事
件
・
東
京
地
決
平
成
七
年
一
〇
月
一
六
日
労
判
六
九
〇
号
七
五
頁
、
ト
ー
レ
ラ
ザ
ー
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ズ
（
業
務
禁
止
仮
処
分
）
事
件
・
前
掲
注（
3
）、
ア
フ
ラ
ッ
ク
事
件
・
前
掲
注（
2
）。

（
6
）　

ピ
ー
エ
ム
・
コ
ン
セ
プ
ツ
事
件
・
東
京
地
決
平
成
一
八
年
五
月
二
四
日
判
タ
一
二
二
九
号
二
五
六
頁
、
モ
リ
ク
ロ
（
競
業
避
止
義

務
・
仮
処
分
）
事
件
・
前
掲
注（
3
）。

（
7
）　

テ
キ
サ
ス
州
法
に
関
す
る
考
察
と
し
て
、
小
川
美
和
子
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
雇
用
関
係
終
了
後
の
競
業
行
為
の
規
制
：
日
本
法
へ

の
示
唆
を
も
と
め
て
」
本
郷
法
政
紀
要
五
号
六
三
頁
以
下
（
一
九
九
六
年
）。

（
8
）　Bus. &

 Com
. 

§§ 15.50-15.52.

（
9
）　R

est
a
t
em
en
t （S

eco
n
d

） of C
o
n
t
ra
ct
s （A

m. L
a
w In

st. 1981

）.

（
10
）　

競
業
避
止
特
約
に
関
す
る
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
が
記
述
す
る
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
植
田
・
後
掲
注（
97
）二
―
七
頁
、

植
田
・
後
掲
注（
167
）四
―
五
頁
も
参
照
。

（
11
）　

ア
メ
リ
カ
の
契
約
法
に
お
い
て
、
契
約
が
拘
束
力
を
も
つ
た
め
に
は
、
契
約
当
事
者
の
合
意
に
加
え
、
そ
の
合
意
が
約
因
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
競
業
避
止
特
約
も
契
約
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
か
の
約
因
が
必
要
に
な
る
。
競
業
避
止
特
約
に
お
け

る
約
因
の
意
義
に
つ
い
て
研
究
し
た
も
の
と
し
て
、
内
藤
恵
「
ア
メ
リ
カ
雇
用
契
約
に
お
け
る
労
働
者
の
競
業
避
止
義
務
と
約
因
法
理
」

法
学
研
究
六
五
巻
一
二
号
一
一
一
頁
（
一
九
九
二
年
）。

（
12
）　

別
の
州
最
高
裁
判
例
に
お
い
て
も
、「
労
働
者
が
締
結
す
る
競
業
避
止
特
約
に
お
い
て
、
労
働
者
が
そ
の
使
用
者
を
通
じ
て
獲
得
し

た
特
別
な
訓
練
や
知
識
は
、
価
値
の
あ
る
約
因
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
、
他
の
企
業
と
の
関
係
で
労
働
者
の
価
値
を
高
め
る
も
の
で
あ
る
。

労
働
者
が
退
職
す
る
際
に
こ
の
価
値
の
あ
る
訓
練
や
知
識
を
使
用
し
、
ま
た
は
販
売
す
る
こ
と
を
認
め
て
し
ま
え
ば
、
使
用
者
が
労
働
者

を
訓
練
し
、
教
育
す
る
こ
と
を
阻
害
す
る
要
因
と
な
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。H

ill v. M
obile A

uto T
rim
, 725 S.W

.2d 168, 171 

（T
ex. 1987

）.

（
13
）　
「
取
引
制
限
の
約
束
」
に
関
し
、「
⑴
約
束
が
取
引
を
不
合
理
に
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
公
序
を
理
由
に
無
効
と
な
る
。
⑵
約

束
の
履
行
が
何
ら
か
の
事
業
に
お
け
る
競
争
（com

petition

）
を
制
限
し
、
ま
た
は
約
束
者
（prom

isor

）
の
有
給
の
（gainful

）
職



49

アメリカ・テキサス州制定法に基づく競業避止特約規制（一）

業
遂
行
を
制
限
す
る
場
合
、
当
該
約
束
は
取
引
制
限
と
な
る
。」
と
い
う
ル
ー
ル
を
記
述
す
る
。R

est
a

t
em

en
t 

（S
eco

n
d

） o
f 

C
o

n
t

ra
ct

s 

§ 1（6 （A
m. Law

 In
st. 19（1

）.
（
14
）　
「
非
付
随
的
な
競
争
制
限
」
に
関
し
、「
競
争
を
控
え
る
約
束
で
あ
っ
て
、
他
の
有
効
な
法
律
行
為
や
関
係
に
付
随
し
な
い
制
限
を
課

す
も
の
は
、
不
合
理
な
取
引
制
限
と
な
る
。」
と
い
う
ル
ー
ル
を
記
述
す
る
。Id. 

§ 1（（.

（
15
）　
「
付
随
的
な
競
争
制
限
」
に
関
し
、「
⑴
競
争
を
控
え
る
約
束
で
あ
っ
て
、
他
の
有
効
な
法
律
行
為
や
関
係
に
付
随
す
る
制
限
を
課
す

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、
不
合
理
な
取
引
制
限
と
な
る
。
⒜
当
該
制
限
が
、
受
約
者
（prom

isee

）
の
正
当
な
利

益
（legitim

ate interest

）
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
る
場
合　

⒝
約
束
者
の
困
難
お
よ
び
一
般
国
民
（public

）
に
生

じ
る
可
能
性
の
あ
る
損
害
が
受
約
者
の
必
要
性
よ
り
も
大
き
い
場
合　

⑵
有
効
な
法
律
行
為
や
関
係
に
付
随
す
る
制
限
を
課
す
約
束
は
、

次
の
も
の
を
含
む
。
⒜
事
業
の
譲
渡
人
が
譲
渡
し
た
事
業
の
価
値
を
損
な
う
よ
う
な
方
法
で
譲
受
人
と
競
争
し
な
い
こ
と
を
約
束
す
る
こ

と　

⒝
労
働
者
（em

ployee
）
そ
の
他
の
代
理
人
（agent

）
が
そ
の
使
用
者
そ
の
他
の
本
人
（principal

）
と
競
争
し
な
い
こ
と
を
約

束
す
る
こ
と　

⒞
組
合
員
（partner
）
が
組
合
（partnership

）
と
競
争
し
な
い
こ
と
を
約
束
す
る
こ
と
」
と
い
う
ル
ー
ル
を
記
述
す

る
。Id. 

§ 1（（.

（
16
）　

こ
れ
は
後
記
㈡
5
で
述
べ
る
よ
う
に
、
テ
キ
サ
ス
州
の
コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
、
修
正
さ
れ
た
特
約
に
基
づ
く
差
止
命
令
は
認
め
ら
れ
る

一
方
で
、
修
正
さ
れ
た
特
約
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
趣
旨
だ
と
解
さ
れ
る
。

（
1（
）　D

eSantis v. W
ackenhut Corp., （93 S.W

.2d 6（0, 6（1-6（2 

（T
ex. 1990

）. See also W
eatherford O

il T
ool Co. v. 

Cam
pbell, 161 T

ex. 310, 312-313 

（1960

）（
雇
用
終
了
後
一
年
間
、
地
域
的
な
限
定
を
定
め
ず
に
、
使
用
者
と
競
業
し
な
い
と
い
う

特
約
に
つ
き
、
使
用
者
の
「
事
業
所
の
労
働
者
や
販
売
員
が
競
合
す
る
事
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
、〔
使
用
者
〕
が
自
社
の
製
品
を
販
売

す
る
と
選
択
し
た
場
所
が
ど
こ
で
あ
っ
て
も
禁
止
す
る
こ
と
は
、〔
使
用
者
〕
の
事
業
や
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
、
不
合
理
で
あ
る
と
判
断
し
た
。）.

（
1（
）　

な
お
、
競
業
避
止
特
約
の
他
の
契
約
、
法
律
行
為
ま
た
は
関
係
へ
の
付
随
性
の
要
件
は
、
州
最
高
裁
の
判
例
と
し
て
は
、
一
九
七
三

年
か
ら
コ
モ
ン
ロ
ー
の
要
件
と
な
っ
た
。Justin Belt Co. v. Y

ost, 502 S.W
.2d 6（1, 6（3-6（4 

（T
ex. 19（3

） （quoted in M
arsh 

U
SA

, Inc. v. Cook, 354 S.W
.3d （64, （（1 （T

ex. 2011

）.

（
19
）　H

ill v. M
obile A

uto T
rim

, Inc., （25 S.W
.2d 16（, 1（2 （T

ex. 19（（

）.
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（
20
）　Robbins v. Finlay, 645 P.2d 623 

（U
tah 19（2

）. 

当
時
の
ユ
タ
州
法
の
下
で
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
り
「
競
業
避
止
特
約
は
、

使
用
者
の
正
当
な
利
益
の
み
を
保
護
す
る
た
め
に
慎
重
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
有
効
で
あ
る
。
競
業
避
止
特
約
の
合
理
性
は
、

そ
の
地
理
的
範
囲
、
制
限
の
期
間
、
労
働
者
の
業
務
の
性
質
、
営
業
秘
密
・
事
業
の
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
・
労
働
者
の
教
育
訓
練
へ
の
特
別
な

投
資
な
ど
の
使
用
者
が
保
護
し
よ
う
と
す
る
利
益
の
性
質
な
ど
、
い
く
つ
か
の
要
素
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
た
。Id. at 

62（ （quoting Girard Inv. Co. v. Bello, 456 Pa. 220, 31（ A
.2d （1（ （19（4

））.

そ
し
て
、「
一
般
公
共
の
た
め
の
職
業
」
に
つ
い
て
、

「
一
般
的
に
、
法
は
、
差
止
命
令
に
よ
る
か
損
害
賠
償
額
の
予
定
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
こ
の
よ
う
な
特
約
の
執
行
を
求
め
る
者
の
利
益

の
性
質
と
、
制
限
の
結
果
と
し
て
労
働
者
に
課
さ
れ
る
困
難
と
の
均
衡
を
図
る
。
…
…
競
業
避
止
特
約
は
、
主
と
し
て
競
争
を
制
限
し
、

ま
た
は
一
般
公
共
の
た
め
の
職
業
に
従
事
す
る
権
利
を
制
限
す
る
も
の
は
、
無
効
で
あ
る
。
…
…
一
般
公
共
の
た
め
の
職
業
に
お
い
て
獲

得
し
た
一
般
的
な
知
識
や
技
術
は
企
業
秘
密
と
し
て
不
正
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
述
べ
る
。Id. at 62（-62（.

な
お
、
現
在

の
ユ
タ
州
法
で
は
、
二
〇
一
六
年
五
月
一
〇
日
に
施
行
（
二
〇
一
八
年
お
よ
び
二
〇
一
九
年
に
改
正
）
さ
れ
た
雇
用
終
了
後
競
業
制
限
法

（Post-em
ploym

ent Restrictions A
ct

）
に
よ
り
、
同
日
以
降
に
締
結
さ
れ
た
退
職
後
の
競
業
避
止
特
約
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
る
要

件
が
課
さ
れ
て
い
る
に
加
え
、
雇
用
が
終
了
し
た
日
か
ら
一
年
を
超
え
る
期
間
を
定
め
て
い
な
い
こ
と
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
。U

t
a

h 
C

o
d

e A
n

n. 
§§ 34-51-101 through 34-51-301.

ま
た
、「
一
般
公
共
の
た
め
の
職
業
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
ユ
タ
州
法
で
は
、
放
棄

さ
れ
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。See First A

m
. T

itle Ins. Co. v. N
orthw

est T
itle Ins. A

gency, LLC, 2016 U
.S. D

ist. 
LEX

IS 162（93 at *45-4（ （D
. U

tah N
ov. 23, 2016

）.

（
21
）　B. Cantrell O

il Co. v. H
ino Gas Sales, Inc., （56 S.W

.2d （（1, （（3 （T
ex. A

pp.

―Corpus Christi 19（（, no w
rit

）.

（
22
）　Cukjati v. Burkett, （（2 S.W

.2d 215, 21（ （T
ex. A

pp.

―D
allas 19（9, no w

rit

）.

（
23
）　Bergm

an v. N
orris of H

ouston, （34 S.W
.2d 6（3, 6（4 （T

ex. 19（（

）.

（
24
）　H

oddeson v. Conroe Ear, N
ose &

 T
hroat A

ssocs., （51 S.W
.2d 2（9, 290 （T

ex. A
pp.

―Beaum
ont 19（（, no w

rit

）.

（
25
）　Cukjati v. Burkett, （（2 S.W

.2d 215, 21（ （T
ex. A

pp.
―D

allas 19（9, no w
rit

）.

（
26
）　D

eSantis v. W
ackenhut Corp., （93 S.W

.2d 6（0, 6（2-6（3 （T
ex. 1990

）.

（
2（
）　M

arsh U
SA

, Inc. v. Cook, 354 S.W
.3d （64, （（2 

（T
ex. 2011

） （quoting Chenault v. O
tis Eng

’g Corp., 423 S.W
.2d 

3（（, 3（1 （T
ex. Civ. A

pp.

―Corpus Christi 196（, w
rit ref

’d n.r.e

））.
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（
2（
）　（1st Leg., R.S., ch. 1193, 

§ 2, 19（9 T
ex. Gen. Law

s 4（52.
（
29
）　（93 S.W

.2d 6（0, 6（5 （T
ex. 1990

）.
（
30
）　（1（ S.W

.2d 3（1, 3（（ （T
ex. 1991

）.

（
31
）　（25 S.W

.2d 16（ （T
ex. 19（（

）.

（
32
）　3 1 T

ex. Sup. Ct. J. 616 （July 13, 19（（

）.

（
33
）　SEN

. RESEA
RCH

 CO
M

M
., BILL A

N
A

LY
SIS, T

ex. S.B. 946, （1st Leg., R.S. （19（9

）.

（
34
）　H

ouse Research O
rg., Bill A

nalysis, T
ex. S.B. 946, （1st Leg., R.S. （19（9

）.

（
35
）　M

arsh U
SA

, Inc. v. Cook, 354 S.W
.3d （64, （（2 

（T
ex. 2011

） （quoting A
lex Sheshunoff M

anagem
ent Services, 

L.P. v. Johnson, 209 S.W
.3d 644, 653 （T

ex. 2006

）.

（
36
）　1993, （3d Leg., R.S. ch. 965, 

§1.

（
3（
）　1999, （6th Leg., R.S. ch. 15（4, 

§1, eff. Sept. 1, 1999.

（
3（
）　2001, （（th Leg., R.S. ch. 1420, 

§14.（29, eff. Sept. 1, 2001.

（
39
）　2009, （1st Leg., R.S. ch. 9（1, 

§§1, 2, eff. Sept. 1, 2009.

（
40
）　M

arsh U
SA

, Inc. v. Cook, 354 S.W
.3d （64, （6（ （T

ex. 2011

）.

（
41
）　See also Guy Carpenter &

 Co. v. Provenzale, 334 F.3d 459, 465 （5th Cir. 2003

）.

（
42
）　See e.g., V

ais A
rm

s, Inc. v. V
ais, 3（3 F.3d 2（（ （5th Cir. 2004

）; Bandera D
rilling Co. v. Sledge D

rilling Corp., 293 
S.W

.3d （6（ 

（T
ex. Ct. A

pp.

―Eastland 

［11th D
ist.

］ 2009

）; H
eritage O

perating, L.P. v. Rhine Bros., LLC, 2012 T
ex. 

A
pp. LEX

IS 4939 （T
ex. Ct. A

pp.

―D
allas June 12, 2012

）.

（
43
）　
「
私
権
剝
奪
法
（bill of attainder

）、
事
後
法
（ex post facto law

）、
遡
及
法
（retroactive law

）
そ
の
他
の
契
約
上
の
債
権

債
務
関
係
を
侵
害
す
る
法
律
（law

 im
pairing the obligation of contracts

）
は
、
こ
れ
を
制
定
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
定
め
て
い

る
。T

ex. Const. art. I, 

§ 16.

（
44
）　
「
目
的
お
よ
び
解
釈
」
と
題
し
、「
本
法
の
目
的
は
、
テ
キ
サ
ス
州
内
で
全
体
が
ま
た
は
部
分
的
に
行
わ
れ
る
取
引
お
よ
び
通
商
に
お

け
る
経
済
的
競
争
を
維
持
、
促
進
し
、
そ
の
競
争
の
利
益
を
州
内
の
消
費
者
に
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
法
の
規
定
は
、
こ
の
目
的
を
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達
成
す
る
た
め
に
解
釈
さ
れ
、
こ
の
目
的
と
矛
盾
し
な
い
範
囲
で
、
類
似
す
る
連
邦
の
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
連
邦
の
司
法
的
な
判
断
と
調
和

的
に
解
釈
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。Bus. &

 Com
. 

§ 15.04.
（
45
）　M

arsh U
SA

, Inc. v. Cook, 354 S.W
.3d （64, （6（-（（1 （T

ex. 2011

）.
（
46
）　Id. at 

（quoting Int

’l Printing Pressm
en &

 A
ssistants

’ Union of N
. A

m
. v. Sm

ith, 145 T
ex. 399, 19（ S.W

.2d （29, 
（40 （T

ex. 194（

））.

（
4（
）　R

est
a

t
em

en
t （S

eco
n

d

） of C
o

n
t

ra
ct

s 

§ 1（6 cm
t. a （A

m. L
a

w In
st. 19（1

）.

（
4（
）　Id. 

§ 1（（ cm
t. c.

（
49
）　

営
業
秘
密
に
つ
き
、
そ
れ
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
り
、
使
用
者
が
、
労
働
者
に
よ
る
不
正
競
争
を
恐
れ
る
こ
と
な
く
、
営
業
秘
密
を

共
有
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
社
会
的
に
有
用
で
商
業
的
に
価
値
の
あ
る
情
報
を
開
発
す
る
（
③
）
と
と
も
に
、
労
働
者
の
生
産
性

を
最
大
化
す
る
（
②
）
こ
と
を
奨
励
し
て
い
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。Id. 

§ （.03 cm
t. a.

（
50
）　R

est
a

t
em

en
t o

f E
m

plo
y

m
en

t L
a

w 

§ （.05 cm
t. a （A

m. L
a

w In
st. 2015

）.

（
51
）　Id. 

§ （.06 cm
t. a.

（
52
）　

ア
メ
リ
カ
の
統
一
雇
用
競
業
避
止
特
約
法
に
つ
い
て
は
、
植
田
達
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
全
国
統
一
的
な
競
業
避
止
特
約
規
制
の
形

成
に
向
け
た
取
組
み
過
程
（
一
）
―
統
一
雇
用
競
業
避
止
特
約
法
（U

niform
 Restrictive Em

ploym
ent A

greem
ent A

ct

）
の
策

定
を
契
機
と
し
て
」
法
学
研
究
九
五
巻
八
号
三
九
頁
（
二
〇
二
二
年
）
参
照
。

（
53
）　U

n
ifo

rm R
est

rict
iv

e E
m

plo
y

m
en

t A
greem

en
t A

ct Prefatory N
ote （U

n
if. L

a
w C

o
m

m

’n 2021

）.


